
「名古屋市配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画（案）」に対して

貴重なご意見をいただきましてありがとうございました。

いただいたご意見と、それに対する市の考え方を公表します。

なお、ご意見のうち、内容について趣旨の類似するものはまとめさせてい

ただいたほか、原文を一部要約または分割して掲載していますので、ご了承

ください。

            平成 21年 3月

         名 古 屋 市

「名古屋市配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画

（案）」に対する市民意見の内容及び市の考え方



【募集結果】

１ 意見募集期間  平成 20年 12 月 5 日（金）～平成 21 年 1 月 9 日（金）

２ 意見提出状況

（１）意見提出者数   ２７人

（２）意見総数     ９７件

女 性 男 性   合 計

意見提出者数（人） ２２ ５   ２７

３ 意見提出方法

郵 送 ＦＡＸ 電子メール 持 参 合 計

１６人 ５人 ６人 ０人 ２７人

【意見の内訳】

Ⅰ 基本計画策定にあたって（１２件）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

Ⅱ「基本方向１ 総合的な推進体制づくり」（１３件）

１ 推進体制について（４件）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

２ 関係機関・団体の連携について（９件）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

Ⅲ「基本方向２ ＤＶ防止策の推進と暴力を許さない地域社会づくり」（１９件）

１ 男性へのはたらきかけについて（３件）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

２ 「デートＤＶ」など若年者への防止教育について（５件）・・・・・・・・・ 5

３ 広報・啓発について（６件）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

４ 通報について（２件）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

５ 調査研究について（３件）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

２０

代

３０

代

４０

代

５０

代

６０

代

７０

代
不明 合計

意見提出者数（人） １ ３ １３ ５ ２ １ ２ ２７



Ⅳ「基本方向３ ＤＶ被害者への切れ目のない支援体制づくり」（３９件）

１ 切れ目のない支援体制について（５件）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

２ 相談体制について（６件）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

３ 住民票などの支援情報について（２件）・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

４ 保護体制について（５件）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

５ 住まいの支援について（９件）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

６ 就業支援について（１件）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

７ 経済的支援について（２件）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

８ こころとからだへの支援について（２件）・・・・・・・・・・・・・・・・13

９ 子どもへの支援について（３件）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

１０ 外国籍被害者、高齢の被害者、障害のある被害者の支援について（４件）・15

Ⅴ「基本方向４ 二次的被害を起こさない支援体制づくり」（１２件）

１ 研修について（９件）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

２ 支援者の安全について（１件）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

３ 苦情処理について（２件）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

Ⅵ その他の意見（２件）

１ その他について（２件）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
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《寄せられた主な意見と本市の考え方》

Ⅰ 基本計画策定にあたって            １２件     

市 民 意 見 市 の 考 え 方

○ＤＶのない社会をめざすという理念を持

って基本計画を推進してほしい。

○この地域でのトップリーダーである名古

屋市のＤＶ被害者支援基本計画が、しっ

かりと力強さを感じられた。

○名古屋市が、全国の市町村に影響を与え

ることを期待する。（２）

○「名古屋市配偶者からの暴力防止及び被害

者支援基本計画」の目的に沿って、ＤＶ被

害者とその子ども・親族の安心と安全に配

慮した総合的なＤＶ対策を積極的に推進

していきます。

○当事者の参画や意見尊重など、当事者の

声を聞き、じっくり検討してほしい。（２）

○計画策定にあたり、「名古屋市配偶者から

の暴力防止及び被害者支援基本計画検討

会議」において検討するとともに、ＤＶ被

害者及び家族・友人から意見を募集しまし

た。あわせて関係機関・団体に意見を求め

るとともにヒアリングを行いました。今般

のパブリック・コメントでのご意見も含

め、今後も、ＤＶ被害者やその家族など当

事者の意見を尊重した取り組みを進めて

いきます。

○ＤＶは本来家庭内の問題である。行政が

家庭内の問題に介入してどれだけ問題解

決できるか疑問である。

○ＤＶは、犯罪となる行為をも含む重大な人

権侵害であるとの視点から、行政が支援す

る必要があると考えています。

○全体的に「計画」として掲げるには具体

性に欠けている。施策がどのように実行

されていくのか、わかりにくい。（４）

○確実な施策実行のために、進捗や効果が

測定できるような実施計画の策定が必要

ではないか。

○この計画に基づく施策については、国や県

の関係機関及び民間団体等と連携を図り

ながら、全庁的な推進体制のなかで実施し

ていきます。施策の実施状況は、毎年公表

して効果や成果を確認できるようにしま

す。
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Ⅱ 基本方向１

「総合的な推進体制づくり」             １３件            

１ 推進体制について        （４件）

市 民 意 見 市 の 考 え 方

○条例に基づいて男女共同参画の視点を盛

り込んだスタンスを明記していること

は、社会全体でのＤＶ根絶・被害者支援

体制を進めていく上での重要な視点とし

て評価できる。

○ＤＶの背景には、性別にもとづく固定的な

役割分担意識や、男女の賃金の違いなどの

社会的な要因があります。本市はこれまで

も、「名古屋市男女平等参画推進協議会」

及び「名古屋市『女性に対する暴力（ドメ

ステイック・バイオレンス）』防止対策関

係機関連絡会議」「名古屋市ドメスティッ

ク・バイオレンス被害者支援庁内連絡会

議」等において関係機関・団体の緊密な連

携を図ってきました。今後も、計画の効果

的な推進のために、庁内の推進体制を整備

するとともに、民間団体や市民の協力を得

て、着実に計画を実施していきます。

○ＤＶ対策事業の検証、評価をしてほしい、

誰が評価したかも明らかにしてほしい。

○名古屋市の配偶者暴力相談支援センター

の充実のために、関係機関との調整役を

果たせる人材を確保してほしい。

○計画に基づく施策の実施による効果や成

果は、適切に検証し施策の実施に生かして

いきます。また、支援体制を整備するため

に配偶者暴力相談支援センターの充実を

図ります。

○支援現場の人たちによる情報交換、ケー

ス検討会などを定期的に開催してほし

い。

○支援現場の人たちによる情報交換、ケース

検討会などによって、お互いの活動の内容

を理解し連携を深めていくことは大切な

ことと考えています。支援現場を意識した

関係機関・団体の連携を進めていきます。
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２ 関係機関・団体の連携について     （９件）

市 民 意 見 市 の 考 え 方

○総合的な体制づくりのために、国、県、

地方公共団体、さらに民間の支援団体と

の連携を充実してほしい。（５）

○ＤＶの先進他県市（鳥取、北海道）にも、

学んでほしい。

○民間団体の取組のノウハウを活用してほ

しい。

○本市は平成１３年にＤＶ防止対策につい

ての情報交換等を目的に、「名古屋市『女

性に対する暴力（ドメステイック・バイオ

レンス）』防止対策関係機関連絡会議」を

設置し、国や県の機関及び民間団体との連

携を図ってきました。今後も、配偶者暴力

相談支援センターの調整機能の強化を図

り、さらに連携をすすめ、官民協働による

ＤＶ対策に取り組んでいきます。

○民間団体への財政的な支援をしてほし

い。（２）

○本市は民間団体への財政的支援として、平

成１３年から、民間シェルターを運営する

団体に家賃補助を行っております。今後

も、経済的支援のあり方を含め、どのよう

な協働がより効果的なのか、検討してまい

りたいと考えています。
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Ⅲ 基本方向２

「ＤＶ防止策の推進と暴力を許さない地域社会づくり」 １９件

１ 男性へのはたらきかけについて     （３件）

市 民 意 見 市 の 考 え 方

○ＤＶ被害者に対する支援体制だけでな

く、再発防止のために加害者が自覚する

ことができるようなシステムが必要であ

る。

○暴力を許さない地域社会をつくっていく

ためには、広く市民向けの広報や啓発策を

充実させるとともに、現に被害を受けてい

る人の救済・支援にとどまらず、多様なＤ

Ｖ防止策に取り組んでいく必要がありま

す。

○成長期に植え付けられた「男らしく」意

識のなかには、ＤＶにつながりかねない

意識もある。暴力を許さない社会をつく

るためには、男女平等・共同の社会を進

めること、とりわけ弱い立場の性への配

慮が必要である。

○子ども時代に虐待を受けた人がすべて、

ＤＶの加害者になるわけではない。

○家族とのよりよい関係づくりに悩み、援助

を求める男性も少なくありませんので、男

性に対しても、暴力によらないパートナー

との関係づくりなど、ＤＶ防止の重要さを

働きかける取り組みを進めていきます。
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２ 「デートＤＶ」など若年者への防止教育について   （５件）

市 民 意 見 市 の 考 え 方

○「若い世代に対する暴力の防止の取り組

みは、将来のＤＶや長期にわたるＤＶを

防止するためにも重要な課題です。」とし

ながら、施策の方向は「ＤＶ防止策とし

て男性へのはたらきかけに取り組みま

す」となっている。どのようなはたらき

かけをしようと考えているのかわからな

い。

○若年層を対象とした「デートＤＶ」を含

めたＤＶ防止教育はＤＶ根絶への確実な

対策である。教育委員会との連携を明記

の上、徹底して欲しい。（３）

○若い世代に対する暴力防止の取り組みは、

将来のＤＶ防止のためにも、重要な課題で

あると考えています。教育委員会等の関係

機関と連携して「デートＤＶ」防止教育や

学校における人権教育を進めるとともに、

支援機関などの情報提供や相談の実施に

も取り組んでいきます。

○若年層のＤＶにどのように対応するか、

マニュアル作りも必要である。

○「デートＤＶ」の実態を把握するアンケー

トを名古屋市男女平等参画推進センター

が平成 20 年度に実施しました。この結果

を若年層のＤＶ予防のための施策に反映

させていきたいと考えています。

３ 広報・啓発について   （６件）

市 民 意 見 市 の 考 え 方

○暴力という力を使って支配しコントロー

ルすることが重大な人権侵害であること

を、明確に示してほしい。（２）

○ＤＶ被害者が自分から支援を求めるのは

むずかしい。多くの市民が「ＤＶを許さ

ない」と意識できるような広報・啓発活

動を進めてほしい。（３）

○「ＤＶは、犯罪となる行為をも含む重大な

人権侵害である」「被害者は、自らの意思

に基づき、安心・安全な生活を営む権利が

ある」「被害者は、国籍・年齢・障害の有

無にかかわらず支援を受ける権利がある」

等の基本的な視点に基づき計画を策定、広

報・啓発を進めていきます。
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○啓発のためのポスター、チラシは、ＤＶに

もともと関心のある人が出入りするよう

な施設に設置するのではなく、もっと多

くの人が知ることができるような方法を

考えてほしい。

○現に被害を受けている方だけでなく、広く

市民向けのＤＶ防止のための広報・啓発を

充実させていきます。

４ 通報について   （２件）

市民意見 市の考え方

○「一般人からの通報」がスムーズにできる

ように、広報や通報を受ける体制を整えて

ほしい。

○ＤＶは、家庭内で行われることが多く、外

部から発見することが困難であるうえ、被

害者も加害者からの報復や家庭の事情等

さまざまな理由から支援を求めることを

ためらいがちです。ＤＶ被害の早期発見と

早期対応のために、医療関係者などの関係

機関・団体と緊密な連携を進めます。「一

般人からの通報」についても、通報先など

の周知に努めていきます。

○ＤＶについては、まず第一に医療機関が発

見する可能性が高い。重点目標７の「施策

の方向」は、「医療関係者との連携」が、

一番最初にあるべきである。「医療関係者

へのＤＶ問題周知」も、重点目標７の「施

策の方向」に入れるべきである。

○ＤＶ被害者にとって、医療機関は身近な相

談機関のひとつです。医療関係者との連携

は重要な課題であり、連携を推進するなか

でＤＶ問題の周知について充実させてい

きます。なお、その趣旨がより明確になる

よう記載場所を一部修正しました。
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５ 調査研究について   （３件）

市 民 意 見 市 の 考 え 方

○ＤＶの要因についての研究や、環境改善の

取り組みも必要である。

○若年層のＤＶについて、学生への対応策の

研究も必要である。

○親密な関係の新しいモデルが提示できる

ような取り組みを望む。

○「ＤＶ防止策の推進と暴力を許さない地

域社会づくり」のためには、デートＤＶ

も含めてＤＶ問題に関する現状把握及

び現状分析等の調査研究が必要です。本

市はこれまでもＤＶ問題を男女平等施

策についての調査などで取り組んでき

ました。今後も、男女平等参画推進にか

かる基礎的な調査・研究や、ＤＶ被害者

の自立支援策につながるような調査・研

究を進めていきます。
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Ⅳ 基本方向３

「ＤＶ被害者への切れ目のない支援体制づくり」           ３９件

１ 切れ目のない支援体制について     （５件）

市 民 意 見 市 の 考 え 方

○公的機関における、住居、生活費、心のケ

アなどの援助に不安を感じると、危険とわ

かっている加害者のもとでさえも、戻って

いってしまうこともある。（２）

○ＤＶ被害に遭ってから、７年以上が経過

し、生活は安定しつつある。しかし、加害

者への恐怖は決して消え去ることはない。

「ＤＶ被害者への切れ目のない継続的な

支援体制づくり」を望む。

○施設を出てからも助けてほしい事は、たく

さんある。団地に入ってから調子が悪くな

った友人も何人かいる。

○被害当事者が孤立しないための具体策を、

現場把握に基づき、計画に反映してほし

い。

○ＤＶ被害者の多くは孤立し、将来への不

安を抱えています。繰り返される暴力の

なかで、加害者による心理的コントロー

ルや追及の恐怖、将来への不安等のため

に、被害者がもとの（夫などの）家に戻

ることもあります。このようなＤＶ被害

の特性を十分に認識し、地域で自立生活

を始めた被害者とその子どもを継続して

精神的に支え、安全への配慮をしながら

その意思と選択を尊重し、被害者を孤立

させない切れ目のない支援体制を整備し

ます。
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２ 相談体制について        （６件）

市 民 意 見 市 の 考 え 方

○ＤＶ被害者がたらい回しにならないよ

う、最初の窓口となる職員の対応は重要

である。連携ができていれば、すみやか

に対応できる。被害者が相談しやすい体

制づくりを望む。（３）

○被害者が「何度も暴力の経過を話さなけ

ればならない」という事態を回避する方法

を考えてほしい。

○ＤＶ被害は、なかなか言葉にしづらく、

相談しにくいものです。相談しやすい体

制づくりに向けて、相談窓口や相談機関

等の広報を充実するとともに、被害者が

安心して相談できる女性福祉相談員等の

相談担当者への研修の充実を図り、たら

い回しなどの二次的被害の防止に努めて

いきます。

○子育ての悩みなど子どもについての相談

の背後に、ＤＶ被害が隠されていること

もあります。どこの部署に相談しても相

談員等につなげることができるように、

関係機関・団体の連携を進めていきます。

○「名古屋市ＤＶ被害者相談共通シート」

は、被害者のプライバシーと安全確保だ

けではなく、ワンストップサービスによ

るより円滑な支援が可能になり、また各

部署で同じことを何度も聞くということ

がなくなり、二次的被害の可能性も軽減

されると考えられる。共通シートの利点

をより深くうたってはどうか。

○区に配置されている女性福祉相談員と配

偶者暴力相談支援センターの連携を充実

させてほしい。

○平成１９年度に、関係機関・団体の円滑

な連携を推進することと、「何度も暴力の

経過を話さなくてはならない」という被

害者の負担を軽減することを目的に、「名

古屋市ＤＶ相談共通シート」を作成して

います。今後も「名古屋市ＤＶ相談共通

シート」の活用と合わせて、配偶者暴力

相談支援センターと女性福祉相談員等関

係者の連携強化に努めていきます。
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３ 住民票などの支援情報について        （２件）

市 民 意 見 市 の 考 え 方

○ＤＶなどで施設に保護され住民票が移動

できないために、住民登録を削除されな

いか不安である。住民票を移動できない

ために、福祉の支援が受けられない事が

ある。

○職員にとっては周知の事柄でも、被害者に

とっては全てが初めての事である。手続き

や利用できる制度などについて、きちんと

説明してほしい。制度一覧がほしい。例え

ば、住民票の閲覧制限は、私は知らなかっ

た。教えてほしかった。

○ＤＶ加害者が住民基本台帳の閲覧等の制

度を利用して、不当にＤＶ被害者の住所を

探索することを防止するため、ＤＶ被害者

の申出に基づき、住民基本台帳の閲覧等を

制限する住民基本台帳法の制度があり、本

市においても適切な運用をしております。

○相談窓口や相談機関において、支援制度の

周知に努めていきたいと考えています。

４ 保護体制について        （５件）

市 民 意 見 市 の 考 え 方

○大規模人口をかかえる都市として、名古屋

市独自のシェルター施設完備が望まれる。

（４）

○ＤＶの被害者が、いつでも逃げ込めて安心

できる場所が各市町村に必要である。

○配偶者暴力防止法上は、ＤＶ被害者の一時

保護は、婦人相談所（愛知県女性相談セン

ター）の業務となっています。

本市は婦人相談所において一時保護がで

きない場合について、平成１１年度から市

内の保護施設にて、緊急保護を行ってきま

した。平成１９年度からは、一時保護がお

こなわれるまで避難場所を提供する緊急

宿泊事業を行い、支援策をさらに充実させ

ています。今後も、安心して利用できる環

境を整備していきたいと考えます。
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５ 住まいの支援について           （９件）

市 民 意 見 市 の 考 え 方

○母子生活支援施設退所者向けの市営住宅

のあっせんは、ＤＶ被害者の自立に貢献し

ている。

○緊急一時保護期間は短く、そこから住まい

を見つけることは大変困難である。

○「安定的な住まいへの支援」のためには、

退所者向けあっせん住宅の数を増やした

り、随時入居が可能なＤＶ特別入居枠を作

るなどの具体的な計画が必要である。

○市営住宅への応募倍率は、近年では２０

倍を超えています。その中で、ＤＶ被害

者等の方々に対しては、優先入居枠を確

保するとともに、一時的な目的外使用も

実施しています。

○国のあんしん賃貸事業など積極的に活用

できるようにしてほしい。市が率先して情

報提供をしてほしい。

○ＤＶで傷ついた子どもにとって、何度も転

校することは、大きな心理的負担となる。

ＤＶ被害を相談した区から申し込むこと

ができる住宅があると、子どもに余分な転

校をさせずに自立が可能になる。

○国のあんしん賃貸支援事業につきまして

は、本市におきましても既に取り組んで

おり、平成２１年１月５日より、子育て

世帯ということを理由に入居を拒否しな

い民間賃貸住宅（あんしん賃貸住宅）に

関する情報提供を栄「住まいの相談コー

ナー」において行っています。

○母子生活支援施設は、ＤＶ被害者にとって

ステップハウスの役割を果たしている。母

子生活支援施設との連携、機能充実を基本

計画の中に盛り込んでほしい。（４）

○母子生活支援施設は、ＤＶ被害者にとっ

て、重要な役割を果たしています。生活

支援や退所後のアフターケアなどさまざ

まな取り組みを行っています。今後も連

携を深めていきます。
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６ 就業支援について           （１件）

市 民 意 見 市 の 考 え 方

○「企業等と連携した就業支援」を実際に行

うのは難しいのではないか。具体的な支援

策が既にあるのであれば、それを基本計画

で明確にしてほしい。

○ＤＶ被害者は、遠方に避難していたり、

親族等と連絡をとることができない等の

ために、就職の際の保証人がみつからな

かったり、避難先に住民票を移せない等

の問題があります。ＤＶ被害者の現状を

企業にご理解いただき、就業支援にご協

力いただけるような連携について検討し

ていきたいと考えています。

７ 経済的支援について           （２件）

市 民 意 見 市 の 考 え 方

○精神的、経済的に安定し自力で仕事に就き、

生活が軌道にのるまでは、住まいと生活費

の援助を、期限を切らずに支給して欲しい。

○お金を持ち出せないＤＶ被害者も多い。生

活が落ち着くまで３年くらい猶予のある

貸付制度を整備してほしい

○区役所（社会福祉事務所）では、生活保

護などの生活相談に応じています。精神

的、経済的に不安定なため自力で仕事に

就けず、生活に困窮する方で、資産など

の一定の要件を満たす場合は、生活保護

を受けることができます。生活保護には、

期限の定めはありませんが、生活保護を

受けている方は能力に応じて働くなど、

自ら生活の維持向上に努めていただき将

来の自立を目指していただけるように、

必要な支援を行っています。
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８ こころとからだの支援について          （２件）

市 民 意 見 市 の 考 え 方

○「被害者を孤立させない支援体制整備」

の流れの中で、母子生活支援施設を被害

者の生活再建拠点としてハード面だけで

なくソフト面でも活用していく方向を打

ち出して欲しい。男女平等参画推進セン

ターと連携して精神的支援体制を充実さ

せたり、施設退所後もフォローアップの

ための事業に参加できるようにするなど

が考えられる。単身の被害者も同様の支

援資源が使えるようにしてほしい。

○ＤＶ被害者は、一時保護所や母子生活支

援施設の退所後も、将来への不安や孤立

感、追跡の恐怖などのさまざまな困難に

直面しますが、援助者が身近にいないた

めに支援を求めにくい現状があります。

支援体制として、ＤＶ被害者（含：単身

者）を支える、見守り・同行支援事業を

計画に盛り込むほか、ＤＶ被害者とその

子どもを精神的に支え、早期に問題に対

処できるように親子支援プログラムの開

発に取り組むことを合わせて計画に盛り

込みます。

○加害者から逃れても、恐怖との戦いで、

心の傷が深く安眠できず、苦しんだり、

フラッシュバックが起きたりする。心の

ケアのために、カウンセラーや医師など

専門の方々の力が必要である。

○ＤＶが心身に与える影響を十分に認識

し、医療機関等と連携して、ＤＶ被害者

の精神的支援の充実を図っていきます。

９ 子どもへの支援について         （３件）

市 民 意 見 市 の 考 え 方

○ＤＶにさらされた子どもへの回復プログ

ラムも必要である。アメリカでは１９８０

年代から始まっている。（２）

○「児童虐待の防止等に関する法律」では、

子どもが同居する家庭において、ＤＶな

ど子どもに著しい心理的外傷を与える言

動を行うことは、児童虐待（心理的虐待）

にあたると明記されています。

○児童福祉センター等の関係機関・団体と

連携して、親子支援プログラムを実施す

るなど子どもへの支援の充実を図ってい

きます。
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○公立中学でも制服が学校ごとに異なるた

め、制服を何度も買いなおさなくてはなら

ず、金銭的負担が大きい。公立高校を受験

する場合、住居地の市内でしか受験できな

いので、子どもも不満を感じている。

○制服につきましては、各学校が、教育方

針や生徒の実態等を踏まえ、教育的見地

に立って主体的に決めています。経済的

な負担軽減のためには、就学援助などを

行っています。

○公立高校の普通科については、県内に２

つの学区があり、尾張地区・三河地区そ

れぞれの居住地に応じて、志望すべき学

区が決まりますが、職業科につきまして

は、全県の高校を受検することができま

す。また、転居等のやむを得ない事情の

ために、学区外の公立高校へ入学を受検

することができる場合もあります。
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１０ 外国籍被害者、高齢の被害者、障害のある被害者の支援について         

（４件）

市 民 意 見 市 の 考 え 方

○外国籍のＤＶ被害者には、通訳が必要であ

る。トリオフォンや語学ボランティアによ

る通訳は対応しにくい。気持ちを話せるよ

うな自国語での通訳養成と無償での通訳

派遣、自国語で受けられるカウンセラーの

養成。国際センターのトリオフォンのタガ

ログ語の整備やその他の言語の整備が必

要である。（３）

○配偶者暴力防止法が対象としている被害

者には、日本在住の外国人（在留資格の

有無を問わない。）や障害のある人も含ま

れます。相談担当者だけでなく職務関係

者は、被害者の国籍、障害の有無等を問

わずプライバシーの保護、安心と安全の

確保など人権に配慮した対応が求められ

ています。

外国籍被害者が、外国人であることを理

由に十分な支援を受けられないという事

態が生じないように、固有の困難に配慮

した支援に努めていきます。

○現在、（財）名古屋国際センターにおける、

外国籍のＤＶ被害者からの相談について

は、関係機関の紹介や関係機関との電話

を介した相談の通訳をフィリピノ語も含

め、多言語で行っています。

引き続き、関係機関と連携して、外国籍

住民であることを理由に必要な支援が受

けられないという事態を生じないよう、

支援体制の充実を図っていきます。

○外国籍のＤＶ被害者には、保護命令申し

立てなどの法的支援や緊急保護等に際し

て、独自の支援が必要です。区役所等に

通訳を派遣することを計画に追加し支援

の充実を図っていきます。
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○高齢者への暴力についても留意されたい。 ○区役所や名古屋市高齢者虐待相談センタ

ー、各区の地域包括支援センターでは、

高齢者虐待に関する相談を受け、支援し

ています。高齢者であることを理由に十

分な支援を受けられないという事態が生

じないように、今後も連携に努めていき

ます。

                

Ⅴ 基本方向４

「二次的被害を起こさない支援体制づくり」           １２件

１ 研修について           （９件）

市 民 意 見 市 の 考 え 方

○多くの機関と連携することによって、責

任の所在が明確でなくなるのではないか

と不安もある。どの団体もきちんと対応

できるように研修を重ねてほしい。（３）

○職員研修は、二次的被害の防止のために

不可欠である。階層別・職種別な多様な

研修を、具体的な回数の設定も盛り込ん

でほしい。（２）

○二次的被害を防止するために、基本計画策

定にあたって実施した「配偶者からの暴力

被害者支援充実に向けた関係部署・機関の

連携及び研修に関する実状調査」結果等を

参考にして、市関係部署における管理職研

修及び職員研修、直接的支援担当者向け研

修の充実を図っていきます。

○相談員等へのスーパーヴィジョンなど心

理的支援体制を明記してほしい。

○相談担当者の心理的支援についてもスー

パーヴィジョン、研修の充実を図っていき

たいと考えています。
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○被害者と接する機会の多い民間団体、女

性福祉相談員の声を聞いて研修等を行う

必要がある。

○保育園や幼稚園の保育士、病院の医師、

看護師、保健センターの保健師、児童館

の職員、児童クラブの職員のＤＶ研修が

必要である。ＤＶにさらされた子どもの

第一発見者として対応マニュアルも必要

である。

○区役所の窓口で対応する職員への研修も

重要です。本市では、被害者と接する機会

の多い職員に対し、研修を行っているほ

か、適宜職員への周知を行っています。

職員がＤＶ等の被害者保護の重要性を認

識し、職務に当たるよう今後もこうした研

修を充実させていきたいと考えています。

○子どもと接する機会の多い関係者に対し

てのＤＶ問題の周知を図っていきます。

また、教職員に対する研修においても、Ｄ

Ｖ防止を研修内容に含めて実施します。

○民生委員・児童委員、人権擁護委員、医

療関係者等を対象としたＤＶ研修の実施

を明記してほしい。

○ＤＶ被害者もふくめた犯罪被害者等の権

利利益の保護を図ることを目的として平

成１６年１２月に「犯罪被害者等基本法」

が定められました。本市では、犯罪被害者

等の支援施策として、窓口での二次的被害

を防止するため、被害者等との接する機会

の多い、窓口を担当する職員を対象に、被

害者等の心情等に関する理解を深めるた

めの研修の充実を図っていきます。

２ 支援者の安全について         （１件）

市 民 意 見 市 の 考 え 方

○ＤＶ被害者の安全の確保と同時に、対

応する職員の安全も考えたものを作っ

てほしい。

○被害者の安全を守っていくためには、対応

する職員の安全も守られる必要がありま

す。加害者対応マニュアルを作成するなど

区役所内の統一的対応を推進し、対応する

職員の安全確保に努めていきます。
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３ 苦情処理について           （２件）

市 民 意 見 市 の 考 え 方

○苦情処理については、第三者機関の設定が

必要ではないか。

○苦情をあげやすい仕組みをつくってほし

い。

○苦情への対応については、研修の充実を

図るなど、二次的被害を起こさない支援

体制づくりに努めていく必要があると考

えています。申出を受けた苦情について

は、誠実に受け止め、適切かつ迅速に処

理し、処理結果については可能な限り申

立人への説明責任を果たすとともに、必

要に応じて職務の改善に反映させます。

              

Ⅵ その他の意見                          ２件

１ その他について           （２件）

市 民 意 見 市 の 考 え 方

○女性福祉相談員の配置は評価するが、行政

の責務であるなら正規職員にすべきである。

○ＤＶ相談を含む女性福祉業務に必要な資

格と資質を持っている方に女性福祉相談

員を委嘱して、ＤＶ被害者支援を行って

おります。専門的な対応を求められる中、

現段階では適切な配置と考えています。

○愛知県ＤＶ被害者自立支援協力員養成講

座を修了した人材を活用してほしい。

○ＤＶ被害者支援を目的とする愛知県ＤＶ

被害者自立支援協力員養成講座を修了さ

れた方につきましては、ＤＶ被害者支援

が推進される中でご協力いただく可能性

があるのではないかと考えています。
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